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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 遊 技 球 を 貯 留 す る 球 受 皿 を 遊 技 機 前 面 に 設 け 、 該 球 受 皿 内 の 遊 技 球 を
順 次 投 入 し て 遊 技 を 実 施 す る 遊 技 機 に お い て 、
　 払 出 機 構 よ り 払 い 出 さ れ た 遊 技 球 を 前 記 球 受 皿 に 対 し て 案 内 す る 第 １ 払 出 通 路 と 、 こ の
第 １ 払 出 通 路 内 が 遊 技 球 で 満 た さ れ る と 当 該 第 １ 払 出 通 路 と は 別 経 路 で 同 じ く 遊 技 球 を 前
記 球 受 皿 に 対 し て 案 内 す る 第 ２ 払 出 通 路 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

　 　 【 請 求 項 ５ 】 　

　 　 【 請 求 項 ６ 】 　

　 　 【 請 求 項 ７ 】 　

　 　 【 請 求 項 ８ 】 　

遊 技 球 を 貯 留 す る 球 受 皿 を 遊 技 機 前 面 に 設 け 、 該 球 受 皿 内 の 遊 技 球 を
順 次 投 入 し て 遊 技 を 実 施 す る 遊 技 機 に お い て 、
　 払 出 機 構 よ り 払 い 出 さ れ た 遊 技 球 を 前 記 球 受 皿 に 対 し て 案 内 す る 第 １ 払 出 通 路 と 、 払 出
機 構 と 球 受 皿 と を 短 距 離 で 接 続 す る 第 ２ 払 出 通 路 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

前 記 第 １ 払 出 通 路 内 が 遊 技 球 で 満 た さ れ る と 、 こ れ に 代 え て 前 記 第 ２
払 出 通 路 を 介 し て 球 受 皿 に 遊 技 球 を 案 内 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 第 １ 払 出 通 路 に 通 じ て 遊 技 球 を 球 受 皿 に 排 出 す る 第 １ 排 出 口 と 、
前 記 第 ２ 払 出 通 路 に 通 じ て 遊 技 球 を 球 受 皿 に 排 出 す る 第 ２ 排 出 口 と を 互 い に 離 間 さ せ て 設
け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 第 １ 払 出 通 路 に 通 じ て 遊 技 球 を 球 受 皿 に 排 出 す る 第 １ 排 出 口 と 、
前 記 第 ２ 払 出 通 路 に 通 じ て 遊 技 球 を 球 受 皿 に 排 出 す る 第 ２ 排 出 口 と を 実 質 上 、 上 流 側 及 び
下 流 側 と な る 位 置 に 配 置 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機
。

前 記 球 受 皿 を 遊 技 機 の 横 幅 方 向 に 延 び る よ う 設 け 、 該 球 受 皿 の 両 端 部
付 近 に 第 １ 排 出 口 及 び 第 ２ 排 出 口 を 各 々 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 又 は ５ に 記 載 の
遊 技 機 。

遊 技 状 態 に 応 じ て 払 い 出 さ れ る 賞 品 球 を 前 記 第 １ 排 出 口 よ り 排 出 し 、
球 貸 し 操 作 に 伴 い 払 い 出 さ れ る 貸 球 を 前 記 第 ２ 排 出 口 よ り 排 出 す る 構 成 と し た こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ４ 乃 至 ６ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 球 受 皿 と 前 記 第 １ 払 出 通 路 と を 合 わ せ た 容 量 を １ 回 の 特 別 遊 技 状
態 で の 遊 技 球 払 出 個 数 を 貯 留 可 能 な 容 量 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ
か に 記 載 の 遊 技 機 。



　 　 【 請 求 項 ９ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　
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一 度 に 所 定 個 数 の 遊 技 球 が 投 入 さ れ る こ と を 遊 技 の 開 始 条 件 と す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 球 受 皿 と し て 、 遊 技 毎 に 遊 技 球 を 投 入 す る た め の 投 入 口 に 通 ず
る 第 １ 貯 留 領 域 と 、 こ の 第 １ 貯 留 領 域 の 上 流 側 に 位 置 す る 第 ２ 貯 留 領 域 と を 設 け 、 前 記 第
１ 払 出 通 路 を 通 じ て 第 １ 貯 留 領 域 に 遊 技 球 を 案 内 し 、 前 記 第 ２ 払 出 通 路 を 通 じ て 第 ２ 貯 留
領 域 に 遊 技 球 を 案 内 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ９ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 第 １ 貯 留 領 域 及 び 第 ２ 貯 留 領 域 を 折 り 返 す よ う に し て 連 結 し て
設 け 、 各 貯 留 領 域 の 最 上 流 部 分 に そ れ ぞ れ 前 記 排 出 口 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
０ に 記 載 の 遊 技 機 。
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